
䛫いわ䝕イサ䞊ビ䝇センタ䞊日和 

指定䠄介護予防䠅認知症対応型通所介護事業所運営規程 

 

䠄事業䛾目的䠅 

第䠍条 ་療法人䛫いわ会䛜実施䛩䜛指定認知症対応型通所介護事業ཬび指定介護予防認知症対応型通所介

護事業所䠄௨ୗ䚸当事業所䠅䛾適ṇ䛺運営䜢確保䛩䜛䛯䜑䛻人員ཬび管理運営䛻関䛩䜛事項䜢定䜑䚸要介護状

態又䛿要支援状態䠄௨ୗ䚸䛂要介護状態等䛃䛸いう䚹䠅䛸䛺䛳䛯場合䛻䛚い䛶䜒䚸そ䛾利用者䛜ྍ能䛺限䜚そ䛾居宅

䛻䛚い䛶䚸そ䛾᭷䛩䜛能力䛻応䛨自立䛧䛯日常生活䜢営䜐䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜘う䚸必要䛺日常生活ୖ䛾世ヰཬび機能

訓練䜢行う䛣䛸䛻䜘䜚䚸利用者䛾社会的孤立感䛾解消ཬび心身䛾機能䛾維持並び䛻利用者䛾家族䛾身体的䛚䜘

び精神的㈇担䛾軽減䜢図䜛䛣䛸䜢目的䛸䛩䜛䚹 

 

䠄運営䛾方針䠅 

第䠎条 本事業䛾運営方針䛿䚸௨ୗ䛾䛸䛚䜚䛸䛩䜛䚹 

当事業所䛿䚸利用者䛾要介護状態䛾軽減ⱝ䛧䛟䛿悪化䛾防Ṇ又䛿要介護状態䛸䛺䜛䛣䛸䛾予防䛻資䛩䜛䜘う䚸そ

䛾目標䜢設定䛧䚸計⏬的䛻行う䜒䛾䛸䛩䜛䚹 

㻞 事業者自䜙そ䛾提供䛩䜛指定䠄介護予防䠅認知症対応型通所介護䛾質䛾評価䜢行い䚸常䛻そ䛾改善䜢図䜛䜒

䛾䛸䛩䜛䚹  

㻟 当事業所䛾提供䛻当䛯䛳䛶䛿䚸䠄介護予防䠅認知症対応型通所介護計⏬䛻基䛵䛝䚸利用者䛾機能訓練ཬびそ

䛾者䛜日常生活䜢営䜐䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜘う必要䛺援ຓ䜢行う䚹 

㻠 当事業所䛾提供䛻当䛯䜛従業者䛿䚸サ䞊ビ䝇䛾提供䛻当䛯䛳䛶䛿䚸懇ษ寧䛻行う事䜢᪨䛸䛧䚸利用者又䛿そ

䛾家族䛻対䛧䚸サ䞊ビ䝇䛾提供方法等䛻䛴い䛶䚸理解䛧や䛩い䜘う䛻説明䜢行う䚹 

㻡 当事業所䛾提供䛻当䛯䛳䛶䛿䚸介護技術䛾㐍歩䛻対応䛧䚸適ษ䛺介護技術䜢䜒䛳䛶サ䞊ビ䝇䛾提供䜢行う䚹 

㻢 当事業所䛿䚸常䛻利用者䛾心身䛾状況䜢的確䛻把握䛧䛴䛴䚸相談援ຓ等䛾生活指ᑟ䚸機能訓練そ䛾他必要

䛺サ䞊ビ䝇䜢利用者䛾希望䛻添䛳䛶適ษ䛻提供䛩䜛䚹特䛻䚸認知症䛾状態䛻あ䜛要介護者等䛻対䛧䛶䛿䚸必

要䛻応䛨䚸そ䛾特性䛻対応䛧䛯サ䞊ビ䝇䛾提供䛜䛷䛝䜛体制䜢整え䜛䚹 

㻣 事業実施䛻当䛯䛳䛶䛿䚸市⏫村䚸地域䛾保健䞉་療䞉福祉サ䞊ビ䝇䛸䛾綿密䛺連携䛻ດ䜑䜛䚹 

 

䠄事業所䛾ྡ称䠅 

第䠏条 事業所䛾ྡ称ཬび所在地䛿䚸次䛾䛸䛚䜚䛸䛩䜛䚹 



㻔㻝㻕  事業所ྡ      䛫いわ䝕イサ䞊ビ䝇センタ䞊日和   

㻔㻞㻕  所在地      福岡県筑紫㔝市大字西ᑠ⏣ 㻥㻥㻝 番地䛾 㻟  

㻔㻟㻕 電ヰ番号  㻜㻥㻞-㻥㻞㻣-㻝㻤㻝㻝  FAX 番号 㻜㻥㻞-㻥㻞㻣-㻟㻣㻟㻣 

㻔㻠㻕  介護保険指定番号    認知症対応型通所介護䠄㻠㻜㻣㻟㻜㻜㻜㻣㻞㻟 号䠅 

 

䠄従業者䛾職種䚸員数ཬび職務䛾内容䠅 

第䠐条 事業者䛻勤務䛩䜛従業者䛾職種䚹員数䚸ཬび職務内容䛿次䛾䛸䛚䜚䛸䛩䜛䚹 

(1) 管理者 1 人 

(2) 生活相談員 1 人௨ୖ 

(3) 介護職員 2 人௨ୖ 

(4) 機能訓練指ᑟ員 1 人௨ୖ 

(5) 調理員 ⱝ干ྡ(委ク) 

 

㻔従業者䛾職務内容㻕 

第 㻡 条 前条䛻定䜑䜛当施設職員䛾職務内容䛿䚸次䛾䛸䛚䜚䛸䛩䜛䚹 

㻔㻝㻕 管理者䛿䚸事業所䛾従業者䛾管理ཬび業務䛾管理䜢୍元的䛻行う䚹䜎䛯他䛾従業者䛸協力䛧䛶䠄介護予防䠅

認知症対応型通所介護計⏬䛾作成等䜢行う䚹 

㻔㻞㻕 生活相談員䛿䚸利用者䛾生活䛾向ୖ䜢図䜛䛯䜑適ษ䛺相談䚸援ຓ䚸そ䛾他指定䠄介護予防䠅認知症対応型

通所介護䛾提供䜢行う䚹 

㻔㻟㻕 介護職員䛿䚸介護そ䛾他䛾指定䠄介護予防䠅認知症対応型通所介護䛾提供䛻当䛯䜛䚹 

㻔㻠㻕 機能訓練指ᑟ員䚸日常生活䜢営䜐䛾䛻必要䛺機能䛾減㏥䜢防Ṇ䛩䜛䛯䜑䛻訓練䚸指ᑟ䚸ຓ言䜢行う䚹 

㻔㻡㻕 調理員䠄委ク䠅 

 

䠄営業日ཬび営業時間䠅 

第 㻢 条 事業所䛾営業日ཬび営業時間䛿䚸次䛾䛸䛚䜚䛸䛩䜛䚹 

  䛯䛰䛧䚸災害䚸悪天候等Ṇ䜐䜢得䛺い事情䛜生䛨䛯場合䛿䚸利用者等䛻連絡䛾ୖ変更䛩䜛事䛜あ䜛䚹 

㻔㻝㻕 営業日䠖日曜日䜢除䛟䚸毎㐌᭶曜日䛛䜙土曜日䜎䛷䛾 㻢 日間䜢営業日䛸䛩䜛䚹㻔㻝 ᭶ 㻝 日䞉㻝 ᭶ 㻞 日除䛟㻕 

㻔㻞㻕 営業時間䠖営業日䛾午前 㻤 時 㻟㻜 ศ䛛䜙午ᚋ 㻣 時䜎䛷䜢営業時間䛸䛩䜛䚹 

㻔㻟㻕 サ䞊ビ䝇提供時間䠖営業日䛾午前䠕時䠎䠌ศ䛛䜙午ᚋ䠏時䠑䠌ศ 

㻔㻠㻕 時間延長䛿午ᚋ 㻣 時䜎䛷䛸䛩䜛 



 

䠄指定認知症対応型通所介護䛾利用定員䠅 

第 㻣 条 本事業所䛾利用定員䛿䚸㻝 単位 㻝㻞 ྡ䛸䛩䜛䚹 

 

䠄指定認知症対応型通所介護䛾内容䠅 

第 㻤 条 事業者䛜行う䠄介護予防䠅認知症対応型通所介護䛾内容䛿次䛾䛸䛚䜚䛸䛩䜛䚹 

1 䠄介護予防䠅認知症対応型通所介護計⏬䛾作成 6 ㏦迎 

2 生活指ᑟ 7 給食サ䞊ビ䝇 

3 機能訓練 8 入浴サ䞊ビ䝇 

4 介護サ䞊ビ䝇 9 介護䛻関䛩䜛相談援ຓ 

5 健康状態䛾確認   

 

䠎 事業所䛜サ䞊ビ䝇䜢提供䛩䜛䛻当䛯䛳䛶䛿௨ୗ䛾事䜢遵Ᏺ䛩䜛䜒䛾䛸䛩䜛䚹 

㻔㻝㻕 あ䜙䛛䛨䜑利用䠄申込䠅者又䛿そ䛾家族䛻䚸サ䞊ビ䝇䛾選択䛻資䛩䜛䛸認䜑䜙䜜䜛㔜要事項䜢グ䛧䛯文書䜢交

付䛧䛶説明䜢行い䚸文書䛻䜘䜛ྠ意䜢得䛶䚸提供䜢開始䛩䜛䚹 

㻔㻞㻕 利用者䛾被保険者証䛻䜘䜚認定䛾᭷無や᭷効期間䜢確認䛩䜛䚹䜎䛯䚸認定審査会意見䛜あ䜛䛸䛝䛻䛿䚸そ䜜

䛻配慮䛩䜛䚹 

㻔㻟㻕 䠄介護予防䠅認知症対応型通所介護計⏬䜢作成䛧䚸計⏬䛻沿䛳䛯サ䞊ビ䝇䜢提供䛩䜛䚹既䛻䚸居宅サ䞊ビ䝇

計⏬䛜作成さ䜜䛶い䜛利用者䛻䛚い䛶䛿䚸そ䛾内容䛻沿䛳䛯䠄介護予防䠅認知症対応型通所介護計⏬䜢作

成䛩䜛䚹 

㻔㻠㻕 䠄介護予防䠅認知症対応型通所介護計⏬䛿䚸利用者䛻交付䛩䜛 

㻟 事業所䛿䚸ṇ当䛺理⏤䛺䛟サ䞊ビ䝇提供䜢拒䜎䛺い䚹 

 

䠄指定認知症対応型通所介護䛾利用料そ䛾他䛾費用䠅 

第 㻥 条 指定䠄介護予防䠅認知症対応型通所介護䜢提供䛧䛯場合䛾利用料䛾額䛿䚸ู表䛾䛸䛚䜚厚生労働大臣䛜

定䜑䜛基準䛻䜘䜛䜒䛾䛸䛧䚸当ヱ指定䠄介護予防䠅認知症対応型通所介護䛜法定௦理ཷ領サ䞊ビ䝇䛷あ䜛䛸䛝䛿䚸

そ䛾䠍割䚸㻞 割䚸㻟 割䛸䛩䜛䚹 

㻞 前項䛻定䜑䜛䜒䛾䛾ほ䛛䚸事業所䛿利用者䛛䜙௨ୗ䛾費用䛾支払い䜢ཷ䛡䜛䜒䛾䛸䛧䚸そ䛾額䛿ู表䛾䛸䛚䜚䛸

䛩䜛䚹 

㻔㻝㻕 食費䚸理美容௦䚸基本時間外施設利用料䚸䛚䜐䛴௦䚸利用者䛜選定䛩䜛特ู䛺食事䛾費用 



㻔㻞㻕 次条䛻定䜑䜛通常䛾事業䛾実施地域䜢越え䛶行う場合䛾㏦迎費用  

㻟 事業所䛜利用者䛛䜙前項䛾費用䛾支払い䜢ཷ䛡䜛場合䛻䛿䚸利用者又䛿そ䛾家族䛻対䛧䛶事前䛻文書䛷説

明䛧䛯ୖ䛷䚸支払い䛻ྠ意䛩䜛᪨䛾文書䛻署ྡ䠄グྡ押༳䠅䜢ཷ䛡䜛䛣䛸䛸䛩䜛䚹 

㻠 事業所䛜利用者䛛䜙第䠍項ཬび第䠎項䛾費用䛾支払い䜢ཷ䛡䛯䛸䛝䛻䛿䚸サ䞊ビ䝇䛾内容䞉金額䜢グ載䛧䛯領

収書䠄法定௦理ཷ領サ䞊ビ䝇䛻ヱ当䛧䛺い場合䚸サ䞊ビ䝇提供証明書䠅䜢利用者䛻交付䛩䜛䛣䛸䛸䛩䜛䚹 

㻡 保険証等䠄介護保険証等䚸限度額適用認定証䚸ᚋ期高齢者་療䚸そ䛾他་療䚸証明書等䠅䛿利用開始時䚸ྲྀ

得䚸変更ཬびษ䜚替え時䛻提示䜢ཷ䛡䜛䛣䛸䛸䛩䜛䚹提示䛜䛺い場合䛿保険ྲྀ扱い出来䛺い場合䛜あ䜛䛣䛸䜢

事前䛻説明䛩䜛䚹 

 

䠄通称䛾事業䛾実施地域䠅 

第 㻝㻜 条 通常䛾事業䛾実施地域䠄㏦迎䛾実施地域䠅䛿䚸筑紫㔝市䛾༊域䛸䛩䜛䚹 

 

䠄サ䞊ビ䝇利用䛻当䛯䛳䛶䛾留意事項䠅 

第 㻝㻝 条  利用者䛜事業所䛾提供䛩䜛サ䞊ビ䝇䜢利用䛩䜛䛻当䛯䛳䛶䛾留意事項䛿次䛾䛸䛚䜚䛸䛩䜛䚹 

利用䛻当䛯䛳䛶䛿䚸認知症対応型通所介護計⏬䛻基䛵い䛶利用䛧䚸職員䛾指示䛻従い䚸規ᚊ䜢Ᏺ䜚相互䛾愛

䛸親和䜢保䛱䚸心身䛾Ᏻ定䜢図䜛䜘うດ䜑䜛䛣䛸䚹 

㻞 飲酒䛿原則䛸䛧䛶認䜑䛺い䛣䛸䛸䛩䜛䚹 

㻟  䛂健康増㐍法䛾୍部䜢改ṇ䛩䜛法ᚊ䛃䛻基䛵䛝䚸駐車場䜢含䜐施設敷地内䛿禁煙䛸䛩䜛䚹さ䜙䛻䚸発火䛾恐䜜

䛾あ䜛物品䛿䚸施設敷地内へ䛾持䛱込䜏䜢禁Ṇ䛩䜛䚹䜎䛯䚸火災防Ṇୖ䚸༴険䜢感䛨䛯場合䛿䚸直䛱䛻職員䛻

連絡䛩䜛䛣䛸䚹 

㻠 設備䞉備品䛾利用䛿䚸大ษ䛻ྲྀ䜚扱う䜘うດ䜑䛶い䛯䛰䛟䛣䛸䛸䛩䜛䚹 

㻡 所持品䞉備品等䛾持䛱込䜏ཬび金銭䞉貴㔜品䛾管理䛿䚸原則䛸䛧䛶利用者ཬび家族䛾管理䛸䛧䛶い䛯䛰䛟䚹

尚䚸衣類䚸物品等䛻䛿必䛪ྡ前䜢グ入䛧䛶い䛯䛰䛟䛣䛸䛸䛩䜛䚹 

㻢 䝨ッ䝖䛾持䛱込䜏ཬび飼育䛿禁Ṇ䛩䜛䚹 

㻣 利用者䛾䛂営利行Ⅽ䚸宗教䛾勧誘ཬび活動䚸特定䛾政治活動䛃䛿䚸禁Ṇ䛩䜛䚹 

㻤 他利用者へ䛾迷惑行Ⅽ䛿禁Ṇ䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸相互䛾融和䜢図䜛䜘うດ䜑䜛䛣䛸䛸䛩䜛䚹 

㻥 施設䛾清潔䚸整頓そ䛾他環境衛生䛾保持䛾䛯䜑䛻協力䛩䜛䛣䛸䚹 

 

䠄居宅介護支援事業者䛸䛾連携䠅 



第 㻝㻞 条 事業所䛿事業䛾実施䛻際䛧䚸居宅介護支援事業者䠄必要䛸ุ断さ䜜䜛場合䛿䚸主治་䚸保健་療䞉福祉

サ䞊ビ䝇提供者䜢含䜐䠅䛸連携䛧䚸௨ୗ䛾場合䛻䛿必要䛺情報䜢提供䛩䜛䛣䛸䛸䛩䜛䚹 

㻔䠍㻕  利用者䛜サ䞊ビ䝇計⏬䛾変更䜢希望䛧䚸そ䜜䛜適ษ䛸ุ断さ䜜䜛場合 

㻔䠎㻕  次䛾理⏤䛻䜘䜚適ษ䛺サ䞊ビ䝇提供䛿困難䛸ุ断さ䜜䜛䛸䛝 

ア䚸 第 㻣 条䛻定䜑䜛利用定員䜢超え䜛場合 

イ䚸 第 㻝㻜 条䛻定䜑䜛通常䛾事業䛾実施地域外䛾利用者䛷㏦迎等䛻対応䛷䛝䛺い場合 

ウ䚸 利用者䛜ṇ当䛺理⏤䛺䛟指定通所介護ཬび指定介護予防通所介護䛾利用䛻関䛩䜛指示䛻従わ䛺い

䛯䜑䚸サ䞊ビ䝇提供䛜䛷䛝䛺い場合 

ヱ䚸 そ䛾他ṇ当䛺理⏤䛻䜘䜚ཷ䛡入䜜䜙䜜䛺い䛸ุ断䛧䛯場合 

㻞 前項第䠎号䐡ཬび䐢䛾際䛻䚸利用者䛾要介護状態等䛾程度䜢悪化さ䛫䛯䛸䛝又䛿悪化さ䛫䜛恐䜜䛜あ䜛䛸䛝䚸

ཬび利用者䛻ṇ䛺ཷ給䛜あ䜛䛸䛝等䛻䛿䚸意見䜢付䛧䛶当ヱ市⏫村䠄୍部事務組合ཬび広域連合䜢含䜐䚹

௨ୗ䚸ྠ䛨䚹䠅䛻通知䛩䜛䛣䛸䛸䛩䜛䚹 

 

䠄利益供䛾禁Ṇ䠅 

第 㻝㻟 条 事業所ཬびそ䛾従業者䛿䚸居宅介護支援事業者又䛿そ䛾従業者等䛻対䛧䚸利用者䛻サ䞊ビ䝇䜢利用さ

䛫䜛䛣䛸䛾対償䛸䛧䛶䚸金品そ䛾他䛾㈈産ୖ䛾利益䜢供䛧䛶䛿䛺䜙䛺い䚹 

 

㻔非常災害対策㻕 

第 㻝㻠 条  消防法施行規則第 㻟 条䛻規定䛩䜛消防計⏬ཬび風水害､地震等䛾災害䛻対処䛩䜛計⏬䛻基䛵䛝､䜎䛯､

消防法第 㻤 条䛻規定䛩䜛防火管理者䜢設置䛧䛶非常災害対策䜢行う｡ 

㻞 防火管理者䛻䛿䚸་療法人䛫いわ会防火管理者䜢充䛶䜛䚹 

㻟 火元責任者䛻䛿䚸事業所職員䜢充䛶䜛䚹 

㻠 非常災害用䛾設備Ⅼ検䛿䚸契約保Ᏺ業者䛻依頼䛩䜛䚹Ⅼ検䛾際䛿䚸防火管理者䛜立䛱会う䚹 

㻡 非常災害設備䛿䚸常䛻᭷効䛻保持䛩䜛䜘うດ䜑䜛䚹 

㻢 火災䛾発生や地震䛜発生䛧䛯場合䛿䚸被害䜢最ᑠ限䛻䛸䛹䜑䜛䛯䜑䚸自衛消防隊䜢編成䛧䚸任務䛾遂行䛻当

䛯䜛䚹 

㻣 防火管理者䛿䚸施設職員䛻対䛧䛶防火教育䚸消防訓練䜢実施䛩䜛䚹 

㻔㻝㻕 防火教育ཬび基本訓練㻔消火䞉通報䞉避難㻕……年 㻞 回௨ୖ䠄う䛱 㻝 回䛿夜間䜢想定䛧䛯訓練ཬび利用者

䜢含䜑䛯総合避難訓練䜢行う䚹㻕 



㻔㻞㻕 非常災害用設備䛾使用方法䛾徹底………随時 そ䛾他必要䛺災害防Ṇ対策䛻䛴い䛶䜒必要䛻応䛨䛶対

処䛩䜛体制䜢䛸䜛䚹 

㻤 事業所䛿䚸前項䛻規定䛩䜛訓練䛾実施䛻当䛯䛳䛶䚸地域住民䛾参加䛜得䜙䜜䜛䜘う連携䛻ດ䜑䜛䜒䛾䛸䛩䜛䚹 

 

㻔事故発生䛾防Ṇཬび発生時䛾対応㻕 

第 㻝㻡 条 事業所ཬびそ䛾従業者䛿䚸サ䞊ビ䝇䛾提供中䛻利用者䛾病状䛻急変䚸そ䛾他緊急事態䛜生䛨䛯䛸䛝䚸又

䛿事故䛜発生䛧䛯䛸䛝䛿䚸㏿や䛛䛻主治་䛻連絡䛧適ษ䛺措置䜢講䛪䜛䛸䛸䜒䛻䚸管理者䛾指示䛻従い䚸市⏫

村䚸当ヱ利用者䛾家族䚸当ヱ利用者䛻係わ䜛居宅介護支援事業者等䛻報告䜢行う䜒䛾䛸䛩䜛䚹 

㻞 事業所䛿䚸事故䛾状況や事故䛻際䛧䛶ྲྀ䛳䛯処置䛻䛴い䛶グ録䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸事故発生䛾原因䜢解明䛧䚸再発

生䜢防䛠䛯䜑䛾対策䜢講䛨䜛䜒䛾䛸䛩䜛䚹 

 

㻔職員䛾質䛾確保㻕 

第 㻝㻢 条 施設職員䛾資質向ୖ䛾䛯䜑䛻䚸そ䛾研修䛾機会䜢確保䛩䜛䚹 

 

㻔職員䛾健康管理㻕 

第 㻝㻣 条 職員䛿䚸䛣䛾施設䛜行う年䠍回䛾健康診断䜢ཷ診䛩䜛䛣䛸䚹 

 

㻔衛生管理㻕 

第 㻝㻤 条 事業所䛿䚸サ䞊ビ䝇䛻使用䛩䜛備品䞉器具等䛾清潔保持䛻ດ䜑䚸定期的䛻消毒䜢実施䛩䜛䚹 

㻞 事業所䛿䚸従業者䛻対䛧䛶衛生管理ཬび感染症䚸そ䛾他必要䛺知識ཬび技術䛾習得䛻ດ䜑さ䛫䜛䚹 

㻟 事業所䛿䚸感染症䛜発生又䛿䜎䜣延䛧䛺い䜘う䛻必要䛺措置䜢講䛨䜛䛸䛸䜒䛻䚸従業者䛻䛴い䛶䛿䚸適宜健康

診断等䜢実施䛩䜛䚹 

㻟 利用者䛿䚸事業所䛾清潔䚸整頓䚸そ䛾他䛾環境衛生䛾保持䛾䛯䜑䛻事業所䛻協力䛩䜛䚹 

㻠 定期的䛻䚸鼠族䚸昆虫䛾駆除䜢行う䚹 

 

㻔Ᏺ秘義務ཬび個人情報䛾保護㻕 

第 㻝㻥 条 施設職員䛻対䛧䛶䚸施設職員䛷あ䜛期間䛚䜘び施設職員䛷䛺䛟䛺䛳䛯ᚋ䛻䛚い䛶䜒䚸ṇ当䛺理⏤䛜無䛟䚸

そ䛾業務ୖ知䜚得䛯利用者又䛿そ䛾家族䛾個人情報䜢漏䜙䛩䛣䛸䛜䛺い䜘う指ᑟ教育䜢適時行う䜒䛾䛸䛩䜛䚹 

 



䠄ⱞ情処理䠅 

第 㻞㻜 条  利用者やそ䛾家族䛛䜙䛾ⱞ情等䛻迅㏿䛛䛴適ษ䛻対応䛩䜛䛯䜑䛻䚸事業所䛻ⱞ情ཷ付窓口䜢設置䛩

䜛䚹ⱞ情䛜生䛨䛯場合䛿䚸直䛱䛻相手方䛻連絡䜢ྲྀ䜚䚸ヲ䛧い事情䜢把握䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸㔜傷者䛷検討会議䜢行

い䚸必䛪具体的䛺対応䜢行う䚹䜎䛯䚸ⱞ情グ録䚸そ䛾対応䜢ྎ帳䛻保管䛧䚸再発䜢防䛠䚹ヲ細䛿ู紙䠄利用者䛾

ⱞ情䜢処理䛩䜛䛯䜑䛻講䛪䜛処置䛾概要䠅䛻䜘䜛䚹 

 

䠄身体的拘束等䠅 

第 㻞㻝 条 通所サ䞊ビ䝇䛾提供䛻当䛯䛳䛶䛿䚸当ヱ利用者又䛿他䛾利用者等䛾生命又䛿身体䜢保護䛩䜛䛯䜑緊急

や䜐䜢得䛺い場合䜢除䛝䚸身体的拘束等そ䛾他利用者䛾行動䜢制限䛩䜛行Ⅽ䛿行わ䛺い䚹䜎䛯身体的拘束等

䜢行う場合䛻䛿䚸そ䛾態様ཬび時間䚸そ䛾際䛾入所者䛾心身䛾状況並び䛻緊急や䜐䜢得䛺い理⏤䜢グ録䛩

䜛䚹 

 

㻔虐待防Ṇ䛻関䛩䜛事項㻕 

第 㻞㻞 条  事業所䛿䚸利用者䛾人権䛾擁護䞉虐待等䛾防Ṇ䛾䛯䜑次䛾措置䜢講䛪䜛䜒䛾䛸䛩䜛䚹 

㻞 虐待䜢防Ṇ䛩䜛䛯䜑䛾従業者䛻対䛩䜛研修䛾実施 

㻟 利用者ཬびそ䛾家族䛛䜙ⱞ情処理体制䛾整備 

㻠 事業所䛻䛚䛡䜛虐待䛾防Ṇ䛾䛯䜑䛾対策䜢検討䛩䜛委員会䛾定期的䛺開催 

㻡 そ䛾他虐待防Ṇ䛾䛯䜑䛻必要䛺措置 

㻢 事業所䛿䚸サ䞊ビ䝇提供中䛻䚸当ヱ事業所従業者又䛿養護者㻔利用者䛾家族等高齢者䜢現䛻養護䛩䜛者㻕䛻

䜘䜛虐待䜢ཷ䛡䛯䛸思わ䜜䜛利用者䜢発見䛧䛯場合䛿䚸㏿や䛛䛻䚸䛣䜜䜢市⏫村䛻通報䛩䜛䜒䛾䛸䛩䜛䚹 

 

㻔業務⥅⥆計⏬䛾策定䛻関䛩䜛事項㻕 

第 㻞㻟 条  事業所䛿䚸感染症や非常災害䛾発生時䛻䛚い䛶䚸利用者䛻対䛩䜛事業䛾提供䜢⥅⥆的䛻実施䛩䜛      

䛯䜑䛾䚸ཬび非常時䛾体制䛷᪩期䛾業務再開䜢図䜛䛯䜑䛾計⏬㻔௨ୗ䛂業務⥅⥆計⏬䛃㻕䜢策定䛧䚸当ヱ業務⥅

⥆計⏬䛻従い必要䛺措置䜢講䛪䜛䚹 

㻞 事業者䛿䚸従事者䛻対䛧䚸業務⥅⥆計⏬䛻䛴い䛶周知䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸必要䛺研修ཬび訓練䜢定期的㻔年 㻞 回㻕

䛻行う物䛸䛩䜛䚹 

 㻟 事業者䛿䚸定期的䛻業務⥅⥆計⏬䛾見直䛧䜢行い䚸必要䛻応䛨䛶業務⥅⥆計⏬䛾変更䜢行う物䛸䛩䜛䚹 

 



㻔感染症䛾予防ཬび䜎䜣延䛾防Ṇ䛻関䛩䜛事項㻕 

第 㻞㻠 条  事業所䛿䚸事業所䛻䛚い䛶感染症䛜発生䛧䚸又䛿䜎䜣延䛧䛺い䜘う䛻䚸次䛾各号䛻掲䛢䜛措置䜢講䛪䜛䚹 

㻞 事業所䛻䛚䛡䜛感染症䛾予防ཬび䜎䜣延䛾防Ṇ䛾䛯䜑䛾対策䜢検討䛩䜛委員会㻔䝔レビ電ヰ装置等䜢活用䛧

䛶行う䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜒䛾䛸䛩䜛㻕䜢䛚䛚䜐䛽 㻢 ᭶䛻 㻝 回௨ୖ開催䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸そ䛾結果䛻䛴い䛶従業者䛻周知

徹底䜢図䜛䛣䛸䚹 

㻟 事業所䛻䛚䛡䜛感染症䛾予防ཬび䜎䜣延䛾防Ṇ䛾䛯䜑䛾指針䜢整備䛩䜛䛣䛸䚹 

㻠 事業所䛻䛚い䛶䚸従業者䛻対䛧䚸感染症䛾予防ཬび䜎䜣延䛾防Ṇ䛾䛯䜑䛾研修ཬび訓練䜢定期的㻔年 㻞 回㻕䛻

行う物䛸䛩䜛䚹 

 

㻔職場䛻䛚䛡䜛䝝䝷䝇䝯ン䝖䛾防Ṇ䛻関䛩䜛事項㻕 

第 㻞㻡 条  事業所䛿適ษ䛺事業䛾提供䜢確保䛩䜛観Ⅼ䛛䜙䚸職場䛻䛚い䛶行わ䜜䜛性的䛺言動䚸優越的䛺関係䜢

背景䛸䛧䛯䜒䛾䛻䜘䜚従業者䛾就業環境䛜害さ䜜䜛䛣䛸䜢防Ṇ䚸顧客等䛛䜙䛾暴行䚸脅迫䚸暴言䚸当䛺要求等

䛾著䛧い迷惑行Ⅽ䛻関䛧䛶䚸事業主䛿䚸相談䛻応䛨䚸適ษ䛻対応䛩䜛䛯䜑䛾体制䛾整備や被害者へ䛾配慮䛾

ྲྀ組䜢行う䛣䛸や被害䜢防Ṇ䛩䜛䛯䜑䛾ྲྀ組䜢行う䛣䛸䛾明確化䛧䛯必要䛺措置䜢講䛪䜛䚹 

 

㻔そ䛾他運営䛻関䛩䜛㔜要事項㻕 

第 㻞㻢 条 地震等非常災害そ䛾他や䜐䜢得䛺い事情䛾᭷䜛場合䜢除䛝䚸利用定員䜢超え䛶利用さ䛫䛺い䚹 

2 事業所ࠊࡣ指定㸦介護予防㸧認知症対応型通所介護に関する記録を整備しࠊそࡢサービスを提供した

日から最低５年間ࡣ保存するもࡢとするࠋ 

㻟 運営規程䛾概要䚸施設職員䛾勤務体制䚸協力病院䚸利用者㈇担䛾額ཬびⱞ情処理䛾対応䚸プ䝷イ䝞䝅䞊ポ䝸

䝅䞊䛻䛴い䛶䛿䚸施設内䛻掲示又䛿䚹備え付䛡䛾書面ཬび䝩䞊䝮䝨䞊䝆へ掲載䛩䜛䚹 

㻠 認知症対応型通所介護サ䞊ビ䝇䛻関連䛩䜛政省௧ཬび通知並び䛻本運営規程䛻定䜑䛾䛺い䚸運営䛻関䛩

䜛㔜要事項䛻䛴い䛶䛿䚸་療法人䛫いわ会理事会䛻䛚い䛶定䜑䜛䜒䛾䛸䛩䜛䚹 

 

 

䠄附則䠅 

䛣䛾規程䛿䚸௧和䠒年䠐᭶䠍日䛛䜙施行䛩䜛䚹 
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重要事項説明書 

＜令和 6 年 6 月̏日現在＞ 

 

 あ͵ͪͶ対ͤΖ通所介護サービη提供開始ͶあͪΕɼ厚生省令第̑̕号第̖条Ͷ基Ͱいͱɼ当事業
所͗あ͵ͪͶ説明ͤ΄͘重要事項ͺ次通ΕͲͤɽ 

 

̏．事業所概要 

事業所名称 ͦいわυイサービηセンター日和 

主ͪΖ事務所所在地 福岡県筑紫野市大字西小田̗̗̏番地̑ 

法人種別͕Γび名称 医療法人 ͦいわ会 

代表者名 大橋 晋弘 

電話番号 ̗̎̐－̗̐̕－̖̏̏̏ 

サービη提供地域 筑紫野市 

 

介護保険法令Ͷ基Ͱ͘筑紫野市長͖Δ指定Ν
受けͱいΖ事業所名称͕Γび指定番号 

医療法人ͦいわ会 

ͦいわυイサービηセンター日和 

ʤ̒̎̑̎̎̎̐̑̕̕号ʥ 

介護保険法令Ͷ基Ͱ͘筑紫野市長͖Δ指定Ν
受けͱいΖ地域密着型サービη種類 

ʤ介護予防ʥ認知症対応型通所介護 

 

̐．͟利用事業所職員体制 

事業所従業者職種 員数 業務内容 

管理者 ̏名 管理業務 

生活相談員 ̏名以上 相談業務 

介護職員 ̐名以上 介護業務 

機能訓練指導員 ̏名以上 機能訓練業務 

 

̑．営業時間 

営業日 月曜日～土曜日 ʤ̏月̏日ɼ̏月̐日ͺ除くʥ 

営業時間 ̖：̎̎～̗̏：̎̎ ʤサービη提供時間ͺ̗：̐̎～̏̓：̓̎ʥ 

時間延長 ̗̏時ΉͲ 

 

̒．サービη内容 

1) 通所介護計画及び介護予防通所介護計
画作成    

2) 生活指導 

3) 機能訓練 

4) 介護サービη 

5) 健康状態確認 

6) 送 迎 

7) 給食サービη   

8) 入浴サービη 

9) 介護Ͷ関ͤΖ相談援助
 

̓．利用料金 

(1)基本料金ɼ各種加算 

 ※別表ʰ料金表ʱ参照 

 ※別途ɼ合計単位数Ͷ 18.1％相当介護職員処遇改善加算Ⅰ͗加わΕΉͤɽ 

 

(2)そ他料金 

  1)食費      ̓̎̕円 

  2)連絡όーφ   規利用ɼ再発行時̐̎̎円 ※利用料金Ͷ含ΉΗΉͤɽ 
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  3)理美容代    実 費ʤ̐̎̎̎円程度ʥ 

  4)そ他ʤ͕ͯ代ɼ利用者͗選定ͤΖ特別͵食事費用ʥͺɼそΗͶ͖͖Ζ実費Ν͕支払いいͪͫ͘Ήͤɽʥ 

 

ᶅ あ͵ͪ͟利用Ͷ͵Ζサービη͗ɼ介護保険適用Ν受けΖ場合ɼ利用料 1～3 割Ν͕支払いい
ͪͫ͘Ήͤɽͪͫ͢ɼ介護保険法令Ͷ基Ͱいͱɼ保険給付Ν償還払いͲ͟希望方ͺɼ͕申͢出
くͫ͠いɽ 

ᶆ 提供Ν受けΖサービη͗介護保険適用Ν受け͵い部分Ͷͯいͱͺɼそ利用料Ν全額͕支払い
いͪͫ͘Ήͤɽ 

ᶇ 当事業所Ͳͺɼ翌月 10 日以降Ͷ前月料金合計額請求書及び明細書Ν作成͢ɼ指定ͤΖ送付先
Ͷ郵送͢Ήͤɽ利用者及び身元保証人ͺ連帯͢ͱɼ当事業所Ͷ対͢当該合計額Νそ月末日ʤ引
͘落ͳ͢日͗休日場合ͺ翌営業日ʥͶ口座振替ͶΓΕ支払うͳ͢Ήͤɽͪͫ͢ɼ口座振替
手続͘完了ΉͲͺ施設窓口Ͳ現金払いͶ͵ΕΉͤɽ 

ᶈ 当事業所ͺɼ利用者及び身元保証人͖Δɼ利用料支払いΝ受けͪͳ͘ͺ領収書Ν発行͢ɼ指定
ͤΖ送付先Ͷ郵送͢Ήͤɽ 

ᶉ キャンセϩ料：利用者ͺいͯͲ契約Ν解除ͤΖ͞ͳ͗Ͳ͘ɼ一切料金ͺ͖͖ΕΉͦΞɽ 

 

̔．第三者評価等実施状況 

  ᶅ 第三者評価事業実施     無 

  ᶆ 介護サービη情報公表実施   有 

 

7．施設利用Ͷ当ͪͮͱ留意事項 

 ※別紙̐ʰ施設利用Ͷあͪͮͱ留意事項ʱ参照 

 

̖．苦情申立窓口 

͟利用者相談窓口 時間：午前̖時̑̎分～午後̓時 

電話：̗̎̐-̗̐̕-̖̏̏̏ ＦＡＸ：̗̎̐-̗̐̕-̑̑̕̕ 

ͦいわυイサービηセンター日和 担当者 ʤ相談員ʥ酒本和美 

筑紫野市相談窓口 住所：福岡県筑紫野市石崎̏-̏-̏ 

時間：午前̖時̑̎分～午後̓時 

電話：̗̎̐-̗̐̑-̏̏̏̏ ＦＡＸ：̗̎̐-̗̐̑-̏̏̑̒ 

筑紫野市役所 高齢者支援課 

    市相談窓口 住所： 

時間： 

電話：            ＦＡＸ： 

   市役所      課 

福岡県国民健康保険団体連
合会 

住所：福岡県福岡市博多区吉塚本町̏̑-̒̕ 

時間：午前̗時～午後̓時 

電話：̗̎̐-̔̒̐-̖̗̓̕ ＦＡＸ：̗̎̐-̔̒̐-̖̓̔̕ 

 

̗．緊急時対応方法 

 

利用者主治医Ήͪͺ事業所協力医療機関連絡Ν行いɼΉͪ緊急連絡先Ͷ連絡͢Ήͤɽ 

利用者主治医 

氏名  

所属医療機関名称  

所在地  

電話番号  

協力医療機関 医療機関名称 医療法人 ͦいわ会 聖和記念病院 
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院長名 蓮尾 春高 

所在地 福岡県小郡市津古字半女寺̏̒̎̕―̏ 

電話番号 ̗̎̒̐－̓̕－̏̐̑̎ 

入院設備ʤ有Εʥ ɼ救急指定ʤ無͢ʥ 

緊急連絡先 

氏名  

住所  

電話番号  

昼間連絡先  

夜間連絡先  
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■ 施設利用Ͷ当ͪͮͱ留意事項 

 

◎飲酒 
・ 飲酒ͺɼ原則ͳ͢ͱ認ΌͱいΉͦΞɽ 

ʤ協議上ɼケアプϧンͳ͢ͱ必要ͲあΖ場合Ν除くʥ 

◎喫煙 

・ ʰ健康増進法一部Ν改正ͤΖ法律ʱͶ基Ͱ͘ɼ駐車場Ν含施設敷地
内ͺ禁煙ͳ͵ΕΉͤɽ 

上記事柄Ͷ関͢ͱɼ注意Ν促͢ͱ改善͗ΊΔΗ͵い場合ͺ施設利用
͗Ͳ͘͵く͵Ζ͞ͳ͟͡いΉͤͲɼ͟了承下͠いɽ 

◎設備・備品利用 

・ 施設内居室や設備ɼ器具ͺ本来用法Ͷ従ͮͱ͟利用下͠いɽ͞ΗͶ
反ͪ͢利用ͶΓΕ破損等͗生ͣͪ場合ɼ弁償͢ͱいͪͫく͞ͳ͟͡い
ΉͤͲɼ͟了承下͠いɽ 

◎所持品及び金銭・貴
重品管理 

・ 原則ͳ͢ͱɼ͟利用者及び͟家族管理ͳ͵ΕΉͤɽ万͗一ɼ盗難ɼ紛
失ɼ破損等Ν͠Ηͪ場合ɼ当施設Ͷ͕いͱ責任ͺ負い͖ΉͤͲɼ͟
了承下͠いɽ 

͵͕ɼ衣類・物品等Ͷͺ必ͥ名前Ν͟記入くͫ͠いɽ 

◎Ϙッφ持込Ί ・ 当施設内Ϙッφ持込Ί及び飼育ͺ͕断Ε͢Ήͤɽ 

◎送迎Ͷͯいͱ 

・ 送迎ͺɼ原則ͳ͢ͱ玄関ΉͲ͕迎えɼ͕送ΕΝいͪ͢Ήͤɽ 

身体的・環境的等諸事情͗あΖ場合ͺɼ͟本人ɼ͟家族様ͳ話͢合い
Ν行いɼ提供Ͳ͘Ζ範囲送迎サービηΝ提供ͦ͠ͱいͪͫ͘Ήͤɽ  

・ 送迎時間Ͷͯ͘Ή͢ͱͺɼ交通事情等Ͳɼ10 分以上到着͗遅ΗΖ場合
͗͟͡いΉͤɽそ際ͺɼ事業所ΓΕ電話連絡いͪ͢Ήͤɽ 

・ 利用者様体調不良等Ν除͘ɼ準備͗Ͳ͘ͱい͵い場合ɼ他利用者様
Ͷ͟迷惑Ν͖けͱ͢ΉうͪΌɼ長時間待機ͤΖ͞ͳͺい͖ͪ͢Ήͤɽ
͟本人ɼ͟家族͟協力Ν͕願いいͪ͢Ήͤɽ 

・ 乗車中ͺ安全ͪΌ全席εーφϗϩφ着用Ν͕願いいͪ͢Ήͤɽ 

・ 利用開始時間Ͷ間Ͷ合わ͵いɼ終了時間ΓΕ前Ͷ帰宅Ν希望͠ΗΖ場合
や送迎サービηΝ希望͠Η͵い場合ͺɼ͟家族ͶΓΖ送迎Ν͕願い致͢
Ήͤɽ 

下記内容Ν͟理解及び͟承諾いͪͫ͘ɼ͟利用くͫ͠いɽ 

 

＜͟家族等ͶΓΕ送迎Ͷͯいͱ＞ 

・ 介護支援専門員ʤケアマϋーζャーʥ作成ͤΖ居宅サービη計画書
提供時間Ͳ送迎Ν͕願い致͢Ήͤɽ 

・ ͟家族事情等Ͳ提供開始前͖Δ͟利用Ν希望͠ΗΖ場合ɼ営業時間内
ʤ8:30～17:00ʥͲ͟利用可能Ͳͤɽ͟利用際ͺɼ͟相談くͫ͠いɽ 

※定期的͵͟利用場合ͺɼ介護支援専門員ͳ調整͗必要ͳ͵ΕΉ
ͤɽ 

・ ͟家族ͶΓΖ送迎中交通事故や交通違反ɼ駐車場内Ͳ事故ʤ転倒͵
ʹ事故含ʥͶͯいͱͺɼ責任Ν負い͖ΉͤͲ͟了承くͫ͠
いɽ 

・ 送迎Ν実施͢͵͖ͮͪ場合ʤ͟家族ͶΓΖ送迎等ʥͺɼ片道Ͷͯ̒͘̕
単位ʤ別紙̐：通所Ϩύ送迎減算参照ʥΝ差͢引いͪ金額Ν請求ͦ͠ͱ
頂͘Ήͤɽ 
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個人情報の利用目的 

＜令和 6 年 6 月 1 日現在＞ 

 

ͦいわυイサービηセンター日和Ͳͺɼ利用者尊厳Ν守Ε安全Ͷ配慮ͤΖ施設理念下ɼ͕預͖Ε
͢ͱいΖ個人情報Ͷͯいͱɼ利用目的Ν以下ͳ͕Ε定Όɼ公表いͪ͢ΉͤͲ͟了承下͠いɽ 

 

 

ʴ利用者介護サービη提供Ͷ必要͵利用目的ʵ 

ʦ事業所内部Ͳ利用目的ʧ 

・当事業所͗利用者等Ͷ提供ͤΖ介護サービη 

・介護保険事務 

・介護サービη利用者Ͷ係Ζ当事業所管理運営業務うͬ 

 －入退所等管理 

 －会計・経理 

 －事故等報告 

 －当該利用者介護・医療サービη向上 

ʦ他事業者等情報提供Ν伴う利用目的ʧ 

・当事業所͗利用者等Ͷ提供ͤΖ介護サービηうͬ 

 －他居宅サービη事業者や居宅介護支援事業所等ͳ連携ʤサービη担当者会議等ʥɼ 

照会回答 

 －利用者診療等Ͷ当ͪΕɼ外部医師等意見・助言Ν求ΌΖ場合 

 －利用者診療等Ͷ当ͪΕɼ協力医療機関ͳ連携体制Ν構築ͤΖ場合 

 －検体検査業務委託そ他業務委託 

 －家族等心身状況説明 

・介護保険事務うͬ 

 －保険事務委託 

 －審査支払機関Ϫセプφ提出 

 －審査支払機関又ͺ保険者͖Δ照会回答 

・損害賠償保険͵ʹͶ係Ζ保険会社等相談又ͺ届出等 

 

ʴ上記以外利用目的ʵ 

ʦ当事業所内部Ͳ利用Ͷ係Ζ利用目的ʧ 

・当事業所管理運営業務うͬ 

 －医療・介護サービηや業務維持・改善ͪΌ基礎資料 

 －当事業所Ͷ͕いͱ行わΗΖ学生実習協力 

 －当事業所Ͷ͕いͱ行わΗΖ事例研究 

ʦ他事業者等情報提供Ͷ係Ζ利用目的ʧ 

・当事業所管理運営業務うͬ 

 －外部監査機関情報提供 

 －行政機関や警察等情報提供ʤ災害時ɼ行方不明時等ʥ 

 

 

 

 

 

 



※下記料金ͺ地域区分を乗ͣͪもͶ͵ΕΉͤɽ
※負担割合ͺɼお手持ͬʰ負担割合証ʱͶͱ͟確認くͫ͠いɽ

円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円

円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円

円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円

円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円

円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円

円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円

円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円

要介護̓ 454 単位 462 924 1,386

単位 396 792 1,187

要介護̒ 421 単位 429 857 1,285

̐割負担 ̑割負担
要介護̏ 324 単位 330 659 989

要介護̐ 357 単位 363 726 1,089

1,139 2,278 3,417

1,242 2,484 3,726

1,344 2,687 4,031

938 1,876 2,813

1,038 2,075 3,112

1,105 2,209 3,314

1,204 2,407 3,610

1,300 2,600 3,900

910 1,819 2,728

1,006 2,012 3,018

977 1,953 2,929

1,060 2,120 3,180

1,147 2,293 3,439

891 1,782 2,673

952 1,904 2,856

1,034 2,067 3,100

1,118 2,236 3,353

̏割負担

1,886

681 1,361 2,041

733 1,465 2,197

804 1,607 2,411

576 1,152 1,727

単位数 ̏割負担 ̐割負担 ̑割負担

̏割負担 ̐割負担

̐割負担 ̑割負担

989 単位
894 単位

̑割負担
785 1,569 2,353

869 1,737 2,606

629 1,257

̑割負担̐割負担

単位
単位

要介護̏ 515 単位
4時間以上5時間未満 単位数 ̏割負担 ̐割負担 ̑割負担

1,498999

1,101

524 1,048 1,572

別表ʰ料金表ʱ
■認知症対応型通所介護費 地域密着型サービス

589

639

688

̏割負担単位数3時間以上4時間未満
要介護̏
要介護̐
要介護̑

500単位
単位
単位

要介護̒
要介護̓

551

2時間以上3時間未満ʤ※̏ʥ 単位数 ̏割負担

要介護̑ 389

要介護̐ 566 単位

要介護̐ 854 単位
要介護̏ 771 単位

要介護̑ 618

5時間以上6時間未満 単位数

単位

要介護̑ 936 単位

要介護̒ 669 単位

単位
要介護̐ 876 単位
要介護̏ 790 単位

要介護̓ 720 単位

要介護̑ 960

要介護̓ 1,099 単位
要介護̒ 1,016 単位

6時間以上7時間未満 単位数

要介護̓ 1,127 単位

単位
要介護̒ 1,183 単位

1,086 単位

7時間以上8時間未満 単位数 ̏割負担 ̐割負担 ̑割負担

1,321 単位
要介護̒ 1,221

7級地

1,042 単位

1,651

599 1,198 1,797

650 1,300 1,950

700 1,400 2,099

1,120

要介護̓

要介護̐

要介護̓

要介護̑

8時間以上9時間未満

要介護̐
要介護̏

単位

1,278

要介護̑ 単位
1,020 単位

要介護̏ 922 単位

改定
10.17地域区分

541

491

令和6年4月1日

要介護̒

ʤ※̏ʥ2時間以上3時間未満サービスͺɼ心身状況そ他利用者やを得͵い事情ͶよΕɼ長時間
サービス利用͗困難ͲあΖ場合Ί利用ͤΖ͞ͳ͗Ͳ͘Ήͤɽ



■各種加算

円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円23 45 67

163 326 489

41 82 122

-48 -96 -144

21 41 61

5 10 15

153 305 458

61 122 183

51 102 153

204 407 611

21 41 61

31 61 92

61 122 183

204 407 611

102 204 306

28 55 83

41 82 122

51 102 153

102 204 306

単位数 ̏割負担 ̐割負担 ̑割負担

※月額
※月額
※月額

※月額
27

単位
40 単位

単位

生活機能向上連携加算ᶙ

ADL維持等加算ᶚ

個別機能訓練加算ᶙ

60 単位

100 単位

100 単位
200 単位

50

生活機能向上連携加算ᶚ
生活機能向上連携加算ᶚ※個別機能訓練算定時

入浴介助加算ᶙ
入浴介助加算ᶚ

単位
5

若年性認知症利用者受入加算

22 単位
-47 単位
40 単位

単位
単位
単位160

栄養アセスメント加算
栄養改善加算

口腔・栄養スέリーニンή加算ᶙ
口腔・栄養スέリーニンή加算ᶚ

口腔機能向上加算ᶙ
口腔機能向上加算ᶚ

単位
200 単位

科学的介護推進体制加算ɻ
送迎減算ɻ

ADL維持等加算ᶙ
20 単位個別機能訓練加算ᶚ
30 単位 ※月額

※月額

※月額
※月額

※月額

※月̐回ΉͲ

※月̐回ΉͲ

※片道Ͷつ͘

150

サービス提供体制強化加算ᶙ

60 単位
50

20

※サービス提供体制加算ͺ年度Ͷ応ͣͱ算定内容͗異͵ΕΉͤɽ
※別途ɼ合計単位数Ͷ18.1％相当介護職員等処遇改善加算ᶙ͗加わΕΉͤɽ



円 円 円
円 円 円

円 円 円
円 円 円

円 円 円
円 円 円

円 円 円
円 円 円

円 円 円
円 円 円

円 円 円
円 円 円

円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円

送迎減算ɻ
サービス提供体制強化加算ᶙ 22 単位

-47 単位

326 489

41 82 122

-48 -96 -144

23 45 67

163

407 611

21 41 61

5 10 15

153 305 458

204

55 83

21 41 61

61 122 183

51 102 153

168

102 204 306

204 407 611

102 204 306

112

457

507

栄養改善加算 単位

要支援̏

20 単位

要支援̐

6時間以上7時間未満
要支援̏
要支援̐

単位
単位数
667 単位
743 単位
単位数
684 単位
762 単位

56

28

入浴介助加算ᶙ
入浴介助加算ᶚ
生活機能向上連携加算ᶙ
生活機能向上連携加算ᶚ
生活機能向上連携加算ᶚ※個別機能訓練算定時
個別機能訓練加算ᶙイ
個別機能訓練加算ᶚ
若年性認知症利用者受入加算
栄養アセスメント加算

200

60 単位

口腔・栄養スέリーニンή加算ᶙ
口腔・栄養スέリーニンή加算ᶚ
口腔機能向上加算ᶙ
口腔機能向上加算ᶚ
科学的介護推進体制加算ɻ

単位
498

単位

27 単位

50 単位

5 単位

160 単位
150 単位

20

40 単位

単位

̑割負担

̑割負担
40 単位

100 単位

55 単位

200 単位
100 単位

968 1,452

914 1,370

1,013 1,520

1,392 2,087

775 1,550

単位数

̏割負担 ̐割負担 ̑割負担

2,325

787 1,573 2,359

679 1,357 2,035

756 1,512 2,267

̏割負担 ̐割負担 ̑割負担
696

̑割負担

要支援̏
要支援̐

429 単位 437 1,309

476 単位
4時間以上5時間未満 ̏割負担 ̐割負担 ̑割負担

484

■介護予防認知症対応型通所介護費

■各種加算ʤ介護予防ʥɻ

3時間以上4時間未満 単位数 ̏割負担 ̐割負担
873

単位数 ̏割負担 ̐割負担

7時間以上8時間未満
要支援̏
要支援̐

8時間以上9時間未満
要支援̏
要支援̐

単位数
449

5時間以上6時間未満
要支援̏
要支援̐

891 単位

864 単位
単位数
798 単位

̏割負担 ̐割負担

879

773

41 82 122

1,758 2,636

812 1,623 2,435

907 1,813 2,719

̏割負担 ̐割負担 ̑割負担

※サービス提供体制加算ͺ年度Ͷ応ͣͱ算定内容͗異͵ΕΉͤɽ
※別途ɼ合計単位数Ͷ18.1％相当介護職員等処遇改善加算ᶙ͗加わΕΉͤɽ


